
前渡金サービスとは？ 勤務～入金までの流れ

※勤務報告・支払申請の方法については、
別紙「前渡金サービス利用の方向け／申請方法」
をご確認ください。

▼勤務～入金までの流れ

▼前渡金サービスとは？
当サービス利用者の申請に基づき、予定給与額に一定の係数を乗じた額を給与支給日以前にもらう
ことが出来るサービスです。
前渡金サービス利用に当り、1申請（1入金）につき、一律500円の処理手数料を頂戴いたします。

4月度勤務
時給¥1,500／1日8Ｈ／20日間の場合
総支給額 ¥240,000

そこから税金と社会保険料が控除された額
が受け取れる
仮に控除額が¥40,000とすると
差引支給額 ¥200,000

5/15に指定口座へ入金

前渡金サービスを
利用すると・・・

当社で支払処理を行い、勤務した翌々日にご入金

当社で支払処理を行い、土日祝が銀行休業日の為、

翌銀行営業日にご入金

土日祝が当社休業日の為、翌営業日に当社で支払

処理を行い、翌々日にご入金日

5/15（2022年は5/13）の月払い支給日を
待たずに申請ベースで入金が可能です！

※毎月10日までに申請いただいた分までに限ります。
※前借ではないので、あくまで勤務実績がある分のみ
※月払い給与から所得税等の法定控除を行うので、
前渡金で勤務実績相当分全額の振込みはできません。
社保加入者（甲欄）：保険料相当額分をご勤務後、

申請した勤務分の、90％の金額
社保加入者（乙欄）：保険料相当額分をご勤務後、

申請した勤務分の、70％の金額
社保未加入者（甲欄）：申請した勤務分の、90％の金額
社保未加入者（乙欄）：申請した勤務分の、70％の金額
※扶養控除書類提出者は甲欄。未提出者は乙欄。

給与から、前渡金サービス利用にかかる費用※前渡金と処理手数料

を控除額を5/15 （2022年は5/13）に指定口座に入金
※ご入金時には手数料は発生しません
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当社での加入手続きが完了時点より、社会保険料相当

分をご勤務後、前渡金サービスの利用が可能です。

※保険料控除額により、前渡金開始日は異なります。

➀勤務した翌日朝9時までに勤務報告&支払申請した場合

②金曜日の朝9時までに勤務報告&支払申請した場合

③土日祝に勤務報告&支払申請した場合

④社会保険に加入されている場合

⑤月途中から、社会保険に加入された場合

社会保険料相当分をご勤務後、前渡金サービスの利用が可

能です。※保険料控除額により、前渡金開始日は異なります。

▼キャスティングロード サポートセンター（受付時間：平日10:00～19:00）

TEL : 0120-907-453
MAIL： c.maewatashi@cr2.co.jp


